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●令和8年度の主要事業

1.徳島支部 運営方針

3.保健事業の拡充

4.保険者努力重点支援プロジェクトの実施

5.電子申請の利用促進

6.けんぽアプリの利用促進

7.コミュニケーションロゴ・タグラインの導入

8.ジェネリック・バイオシミラーの利用促進

2.健康保険料率の周知

・・・企画総務部長

・・・保健グループ

・・・企画総務グループ・保健グループ

・・・業務グループ

・・・企画総務グループ

・・・企画総務グループ

・・・企画総務グループ

・・・企画総務グループ

担当部門主要事業一覧
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●令和8年度の主要事業 1：徳島支部 運営方針

事業計画、予算などは本部と連携し、作成・運用しているが、支部職員が目標を共有し、一体感を醸成するために、理解しやすい
1枚物の運営方針を作成。職員が共有し、身近な目標設定として活用するもの。令和6年度から運用開始している。
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●令和8年度の主要事業 2：健康保険料率の周知

徳島支部の健康保険料率は10.24％と、全国平均9.9％を大きく上回り、全国で3番目に健康保険料率が高い支部となっている。
徳島支部加入者の皆様が健康になり、一人当りの医療費を引き下げていくことが、健康保険料率を抑制することにつながるが、加
入者の皆様に、現状の健康保険料率の仕組みを理解していただき、健康増進への行動変容に繋げていくために実施するもの。

主要広報物

会報誌などに掲載・折込 発行 部数

徳島商工会議所 3月20日 4,000部

鳴門商工会議所 3月中旬 1,000部

阿南商工会議所 3月17日 1,050部

徳島県中小企業団体中央会 3月5日 400部

広報 発行

 納入告知書同封チラシ２月号 2月20日

 メールマガジン３月号 ３月1日

徳島新聞（7段モノクロ） 3月14日

徳島新聞WEBバナー広告 3/1～3/31

徳島新聞WEBレクタングル広告 3/1～3/31

徳島新聞月刊CU 3月19日

徳島県各年金事務所窓口に、
リーフレット・ポスターの設置

3/1～R8.2.28

関係団体にリーフレット・ポスターの送付 ー

今後の予定

定期的に各種広報に掲載

研修会などでの説明

下期からの保険料率周知の取り組み一覧

健康保険料率とその仕組みを事業主・加入者の皆様に知っていただき、
医療費の適正化、健康づくりにつなげていくには、どういった内容で、どん
な広報を展開していくべきか助言をいただきたい。

また、各種業界団体などにおいて、協会事業の説明をする機会を設け
ていただきたい。

評議員にご協力・ご意見いただきたいこと
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3/14（土）徳島新聞朝刊

●令和8年度の主要事業 2：健康保険料率の周知
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徳島各年金事務所窓口への設置・関係団体送付（リーフレット・ポスター）

●令和8年度の主要事業 2：健康保険料率の周知

徳島新聞デジタル版 バナー・レクタングル広告
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●令和8年度の主要事業 3：保健事業の拡充

徳島支部の令和6年度健診受診率（被保険者・被扶養者合計）は56.6％ 全国40位で低位置となっている。そのため、一人
当たり医療費が全国的にも上位になっている。こうした徳島支部の現状を周知すると同時に、令和8年度から実施する様々な保健
事業の拡充により、ヘルスリテラシーの向上と健診受診を促すもの。

主要広報物

会報誌などに掲載・折込 発行 部数

徳島商工会議所 2月20日 4,000部

広報 発行

徳島新聞（7段カラー） 2月7日

徳島新聞WEBバナー広告 2/1～2/28

メールマガジン３月号 3月1日

下期からの保健事業周知の取り組み一覧

健診受診率を上げるために、どういった広報を展開すればよいか。
検診受診率を上げるための効果的な方策はないか。

また、各種業界団体などにおいて、健康づくり事業の説明をする機会を設け
ていただきたい。

今後の予定

納入告知書同封チラシ3月号に掲載（3月20日発行）

定期的に各種広報に掲載

研修会などでの説明

評議員にご協力・ご意見いただきたいこと
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●令和8年度の主要事業 3：保健事業の拡充

2/7（土）徳島新聞朝刊
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●令和8年度の主要事業 3：保健事業の拡充

徳島新聞デジタル版 バナー広告
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●令和8年度の主要事業 4：保険者努力重点支援プロジェクトの実施

広報 実施期間

ランディングページ（※アンケート・LINEスタンプ先着300名） 10/1～3/31

WEB広告（バナー配信） 10/1～3/31

テレビ広告15秒CM（四国放送）：計192本 10/1～12/31

テレビ広告30秒CM（ケーブルテレビトクシマ）：計90本 10/1～12/31

新聞折込チラシ：計72,660部 11/17

動画配信広告（YouTube等） 10/1～12/31

保育園サンプリング：小パンフ＆シール配布3,810枚
11/10～
1週間程度

ラジオ30秒CM（FM徳島）：50本 10/1～11/19

ラジオ15秒CM（四国放送ラジオ）：50本 11/17～12/16

ゆめタウン徳島ビジョン放映：デジタルサイネージ22基 11/17～12/16

ゆめタウン徳島サンプリング：小パンフ＆シール配布
11/15・16

12/13・14・20・21

四国放送番組出演（ヒルとく情報番組：90秒） 11/13

徳島市内保育園経由の広報
（市内全78保育園に計7,060部パンフレット送付）
（徳島市子ども保育課窓口にパンフレット設置：30部）

11/25

関係団体へのパンフレット送付 11/13

宣言事業所への配布 随時

HPでのダウンロード仕様、メルマガへの掲載、LINEリッチメニューの表示 ー

アンケートにより、時間外受診、はしご受診などの認知度は向上しているが、
医療費を低減させるまでには至っていない。
行動変容につながる効果的な広報、伝え方はないか助言をいただきたい。

また、各種業界団体などにおいて、協会事業の説明をする機会を設けてい
ただきたい。

主要広報物下期からの周知の取り組み一覧

令和6年度から実施した、保険者努力重点支援プロジェクト「上手な＼おやこ／医療のかかり方」も3年目を迎える。
広報ベースの事業のため、効果検証は難しいが、継続して取り組むことが必要な事業と考え実施するもの。
また、禁煙勧奨通知、生活習慣改善通知も継続して実施。

評議員にご協力・ご意見いただきたいこと

＜リーフレット R7年度版＞
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●令和8年度の主要事業 4：保険者努力重点支援プロジェクトの実施

＜リーフレット R7年度版＞
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●令和8年度の主要事業 4：保険者努力重点支援プロジェクトの実施

＜リーフレット R7年度版＞
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●令和8年度の主要事業 5：電子申請の利用促進

会報誌などに掲載・折込 発行 部数

徳島商工会議所 1月10日 4,000部

阿南商工会議所 1月15日 1,050部

阿波池田商工会議所 1月31日 450部

小松島商工会議所 1月上旬 600部

吉野川商工会議所 1月上旬 420部

徳島県経営者協会 1月中旬 170部

徳島県中小企業団体中央会 1月9日 500部

広報 発行

メールマガジン
11月号より
毎月掲載

納入告知書同封チラシ
11月号より
毎月掲載

今後の予定

令和8年6月～8月 関係団体広報誌へのチラシ折込

令和8年10月 徳島新聞月刊CUへの掲載

・従業員の皆様、関係機関の皆様に、電子申請をご利用いただけるよう紹
介をお願いしたい。
・利用者を増やすにはどう工夫したらよいか助言をいただきたい。
・各種業界団体などにおいて、協会事業の説明をする機会を設けていただき
たい。

主要広報物下期からの周知の取り組み一覧

協会けんぽの電子申請は、令和8年1月スタート。協会けんぽの申請は電子申請でできるようになった。この電子申請導入により、
加入者の皆様が、わざわざ窓口に行く必要がなくなり、また郵送で送る場合の郵送費の節減につながっている。
入力時にデータチェックなども行われ、入力誤りも少なく、現金給付のお支払いが早くなるなどメリットは多く、さらなる促進を図るもの。

評議員にご協力・ご意見いただきたいこと
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●令和8年度の主要事業 6：けんぽアプリの利用促進

周知取組

協会HPに掲載

プレスリリース実施

今後の予定

健康事業所・健康保険委員の情報誌にチラシ同封

令和8年6月～8月 関係団体広報誌へのチラシ折込

令和8年10月 徳島新聞月刊CUへの掲載

評議員にご協力・ご意見いただきたいこと

・従業員の皆様、関係機関の皆様に、けんぽアプリをご利用いただけるよう
紹介をお願いしたい。
・利用者を増やすにはどう工夫したらよいか助言をいただきたい。
・各種業界団体などにおいて、けんぽアプリの説明をする機会を設けていただ
きたい。
・また、利用者を増やすにはどう工夫したらよいか助言をいただきたい。

主要広報物下期からの周知の取り組み一覧

すべての加入者とつながるスマートホンアプリケーション「けんぽアプリ」を令和8年1月にリリース。けんぽアプリから電子申請を利用でき
るほか、健康に役立つ情報を配信している。今後も便利な機能を追加予定。（例：健診案内など個人情報を活用したサービスの
提供、健診予約など付加価値のあるサービスの提供）
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●令和8年度の主要事業 6：けんぽアプリの利用促進
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●令和8年度の主要事業 6：けんぽアプリの利用促進
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●令和8年度の主要事業 6：けんぽアプリの利用促進
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●令和8年度の主要事業 7：コミュニケーションロゴ・タグラインの導入

周知取組

協会HPに掲載

プレスリリース実施

今後の予定

クリアファイル作成

令和8年7月 バックパネル・のぼり等

令和8年8月 ポスター作成

令和8年9月 関係団体広報誌へのチラシ折込

協会けんぽの認知度を高めるにはどうしていくか

下期からの周知の取り組み一覧

評議員にご協力・ご意見いただきたいこと
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●令和8年度の主要事業 7：コミュニケーションロゴ・タグラインの導入
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●令和8年度の主要事業 8：ジェネリック・バイオシミラーの利用促進

時期 発行 備考

R7.9月 ジェネリック医薬品軽減額通知発送 約3,100件発送

R7.10月～
徳島県など関係機関へバイオシミラーにかかる協会事業説
明訪問

県内主要
機関訪問

R8.11.6（木） バイオシミラー普及に関するオンラインセミナー
226視聴

（内徳島14視聴）

R8.3月～ 主要医療機関へのバイオシミラー利用推進依頼の訪問
県内主要

機関訪問予定

R8.3.9（月）
令和7年度 徳島県後発医薬品適正使用協議会におい
て協会けんぽの取組説明

事業主、加入者の立場で「バイオシミラー」の認知度はどうなのか教えていただきたい。

また、ジェネリック医薬品も含め、少しでも使用促進につなげるにはどうすればいいか助言をい
ただきたい。

主要広報物取り組み一覧

ジェネリック医薬品については、徳島支部は全国最下位ながらも都道府県の目標80％を超えている状況。次の医療費適正化の取
り組みとしてバイオシミラーの使用促進が必要であり、新たにバイオミラーのKPIを設定（バイオシミラーに80％（数量ベース）以上
置き換わった成分数が全体の成分数の21％以上（成分ベース）とする）し、使用促進に取り組んでいくもの。

評議員にご協力・ご意見いただきたいこと
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●令和8年度の主要事業 8：ジェネリック・バイオシミラーの利用促進

＜ジェネリック医薬品軽減額通知 R7年度版＞
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●令和8年度の主要事業 8：ジェネリック・バイオシミラーの利用促進

＜ジェネリック医薬品軽減額通知 18～39歳対象 R7年度版＞

＜ジェネリック医薬品軽減額通知 40～74歳対象 R7年度版＞
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●令和8年度の主要事業 8：ジェネリック・バイオシミラーの利用促進

＜厚生労働省HP＞
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●令和8年度の主要事業 8：ジェネリック・バイオシミラーの利用促進

＜厚生労働省HP＞
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協会けんぽにおける都道府県別ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース）

（2025年8月診療分）

注１．協会けんぽ（一般分）の医科、DPC、歯科、調剤レセプトについて集計したものである。（ただし、電子レセプトに限る。）
なお、DPCレセプトについては、直接の診療報酬請求の対象としていないコーディングデータを集計対象としている。

注２．「数量」は、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えたものをいう。
注３．都道府県は、加入者が適用されている事業所所在地別に集計したものである。
注４．[後発医薬品の数量]／（[後発医薬品のある先発医薬品の数量]＋[後発医薬品の数量]）で算出している。医薬品の区分は、厚生労働省「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」による。

(%)

全国計：
89.7%
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ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース）

協会けんぽ（一般分）_調剤

（参考）国全体の使用割合_調剤

協会けんぽ（一般分）_医科・DPC・調剤・歯科

（参考）国全体の使用割合_医科・DPC・調剤・歯科

注１．協会けんぽ（一般分）の医科、DPC、歯科、調剤レセプトについて集計したものである。（ただし、電子レセプトに限る。）
なお、DPCレセプトについては、直接の診療報酬請求の対象としていないコーディングデータを集計対象としている。

注２．「数量」は、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えたものをいう。
注３．[後発医薬品の数量]／（[後発医薬品のある先発医薬品の数量]＋[後発医薬品の数量]）で算出している。医薬品の区分は、厚生労働省「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」による。
注４．「国全体の使用割合_調剤」は「調剤医療費（電算処理分）の動向」（厚生労働省）、「国全体の使用割合_医科・DPC・調剤・歯科」は「医薬品価格調査」（厚生労働省）による。
注５．後発医薬品の収載月には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、後発医薬品割合が低くなることがある。
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